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４
月
か
ら
公
立
幼
稚
園
に
入
園

す
る
幼
稚
園
児
を
次
の
と
お
り
募

集
し
ま
す
。

◆
対　

象

　

３
歳
児
（
平
成
23
年
４
月
２
日

～
平
成
24
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

　

４
歳
児
（
平
成
22
年
４
月
２
日

～
平
成
23
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

　

５
歳
児
（
平
成
21
年
４
月
２
日

～
平
成
22
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

◆
申
込
資
格

　

住
民
登
録
し
て
い
る
市
内
在
住
者

◆
保
育
時
間

　

月
～
金
曜
日
の
９
時
～
14
時

◆
申
込
方
法

　

印
鑑
を
持
参
し
て
各
幼
稚
園
へ

お
申
込
く
だ
さ
い
（
入
園
申
込
書

は
各
幼
稚
園
に
あ
り
ま
す
）。

◆
受
付
時
間

　

９
時
～
16
時
（
土
・
日
お
よ
び

祝
日
を
除
く
）

◆
注
意
事
項

・
園
児
の
送
迎
は
各
保
護
者
で
お

願
い
し
ま
す
。

・
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り

ま
す
。

・
私
立
幼
稚
園
は
、
各
幼
稚
園
へ

直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

学
校
教
育
課
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
５
８
、5
⒇
１
６
０
７
へ
。

の
身
体
の
状
態
を
理
解
し
、
生
活

習
慣
を
見
直
す
良
い
機
会
に
な
り

ま
す
の
で
毎
年
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

本
市
の
特
定
健
康
診
査
は
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40
歳

か
ら
74
歳
の
方
が
対
象
で
す
。

　

平
成
27
年
度
は
５
月
か
ら
開
始

し
ま
す
。
対
象
に
な
る
方
に
は
、

２
月
下
旬
～
３
月
に
受
診
希
望
の

調
査
票
を
郵
送
し
ま
す
。
日
程
・

会
場
な
ど
は
決
ま
り
次
第
、
広
報

も
ば
ら
・
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・

自
治
会
回
覧
な
ど
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

公
　
　
　
立

幼稚園名 連 絡 先 対象幼児 募集人数

豊岡幼稚園
粟生野 2653－ 1

☎（34）８０５０
5（34）７６７６

３歳児 ２６人
４歳児 ５０人
５歳児 ５５人

五郷幼稚園
早野 17－ 1

☎（23）５１８５
5（24）８８１９

４歳児 ２３人
５歳児 ２４人

新茂原幼稚園
上林 56－ 2

☎（24）８７１０
5（24）８３９３

４歳児 １２人
５歳児 　９人

中の島幼稚園
下永吉 1056－ 2

☎（24）８７２０
5（24）６４１８

４歳児 ２９人
５歳児 ２４人

公
立
幼
稚
園
の

園
児
を
募
集
し
ま
す

私
　
　
　
立

幼稚園名 連 絡 先 対象幼児 募集人数
アップル幼稚園
押日 595 ☎（24）６６８５

要問合せ

エンゼル幼稚園
八千代 1－ 11－ 1 ☎（22）３２１０

ふたば幼稚園
茂原 646 ☎（22）３９６４

茂原聖マリア幼稚園
高師 980 ☎（22）４３８６

もばら幼稚園
東郷 842－ 2 ☎（24）１０９５

　

特
定
健
康
診
査
は
、
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂

肪
症
候
群
）
に
着
目
し
た
糖
尿
病

や
脳
卒
中
な
ど
の
生
活
習
慣
病
予

防
の
た
め
の
健
診
で
す
。
ご
自
身

特定健康診査を
受診しましょう

　

ま
た
、
市
で
は
短
期
人
間
ド
ッ

ク
検
査
費
用
の
助
成
を
し
て
い
ま

す
。
国
民
健
康
保
険
加
入
期
間
が

継
続
し
て
１
年
以
上
あ
る
等
の
要

件
を
満
た
す
方
で
、
同
年
度
の
特

定
健
康
診
査
を
受
診
し
て
い
な
い

場
合
が
対
象
と
な
り
ま
す
（
要
事

前
申
請
）。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、5
⒇
１
６
０
０
へ
。

　

市
で
は
、
交
通
遺
児
お
よ
び
母

子
家
庭
（
父
子
家
庭
を
含
む
）
な

ど
の
児
童
を
対
象
に
、
高
等
学
校

な
ど
（
高
等
専
門
学
校
、
高
等
専

修
学
校
お
よ
び
特
別
支
援
学
校
の

高
等
部
を
含
む
）
に
入
学
ま
た
は

在
学
中
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て

無
利
子
で
資
金
の
貸
付
を
行
っ
て

い
ま
す
。

◆
貸
付
金
の
種
類

・
修
学
資
金

・
入
学
一
時
金

◆
償
還
方
法

　

卒
業
後
１
年
据
え
置
き
、
10
年

以
内
に
償
還

※
扶
養
者
の
所
得
が
一
定
額
以
上

の
方
や
他
の
奨
学
金
の
貸
付
を

受
け
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

※
貸
付
金
額
お
よ
び
貸
付
要
件
、

添
付
書
類
な
ど
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３
、5
⒇
１
６
１
０
へ
。

交
通
遺
児
・

母
子
家
庭
な
ど
に

奨
学
資
金
を貸付

し
ま
す


